
○東総広域水道企業団渇水対策本部運営要領

平成６年８月１０日

制 定

改正 平成 ８年３月２６日 平成１７年６月２７日

平成１８年３月２８日

（設置）

第１条 東総広域水道企業団渇水対策連絡協議会設置要綱第７条の規定により東総広域水

道企業団渇水対策本部は、東総広域水道企業団（以下「企業団」という ）内に置く。。

（組織）

第２条 本部の組織は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本部は、本部長、副本部長及び班長をとって組織する。

(2) 本部長は、企業団の企業長の職にあるものをもって充てる｡

(3) 副本部長は、企業団の事務局長の職にあるものをもって充てる。

(4) 班長は、企業団の総務課長及び浄水課長の職にあるものをもって充てる｡

（組織系統）

第３条 本部は、次の機構により事務を処理する。

本部長 副本部長 班長 各班

（事務分掌）

第４条 本部構成員の事務分掌は、次のとおりとする。

本 部 長・・・・・本部の事務を統括する。

副本部長・・・・・本部長を補佐し、その命を受けて分掌事務を掌理し、班長及び班員

を指揮監督する。

、 。班 長・・・・・本部長及び副本部長を補佐し その命を受けて分掌事務に従事する

渉外に関すること。

総 務 班 広報に関すること。

連絡調整に関すること。

本部事務に関すること。

連絡調整（受水団体、千葉県、国）に関すること。

千葉県渇水対策本部に関すること。

浄 水 班 送水の調整に関すること。

取水の制限に関すること。



送水の制限に関すること。

水質の管理に関すること。

（連絡体制）

第５条 連絡体制は、別図「渇水対策本部設置に伴う連絡体制図」による。

附 則

この要領は、平成６年８月１０日から施行する。

附 則（平成８年３月２６日）

この要領は、平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年６月２７日）

この要領は、平成１７年７月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月２８日）

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。



（別図）
渇水対策本部設置に伴う連絡体制図

千葉県渇水対策連絡協議会 東総広域水道企業団
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１ 送水制限開始（終了）連絡
２ 情報提供及び調査依頼

１ 取水制限開始（終了）要請 情報提供･･気象状況、河川流況及びダム流水量
２ 情報提供及び調査依頼 調査依頼･･断減水状況、影響世帯数、影響人口

（気象情報、河川流況及びダム 制限開始月日及び応急対策等
流水量）

本 部
千葉県総合企画部水政課 （企業団）

１ 情報提供（調査依頼の回答）
１ 情報提供（各種データ報告） 調査報告･･断減水状況、影響世帯数、影響人口
２ その他 制限開始月日及び応急対策等

２ その他

１ 取水･送水制限開始（終了）指示
１ 情報提供（各種データ報告） ２ 情報提供及びデータ依頼、報告
２ その他 ３ その他

総 務 班

浄 水 班
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